
（案件）

（受付番号）

No. 2 o 1 0-3 8 3 

疑義照会（回答）票

照会日 平成22年3月12日

照会部署名 適用徴収支援部厚年適用支援G

照会担当者 （一般職員）鈴木 明子

連絡先

メールアドレス

I業務実施部署の長の確認 I小林 I 

退職金の前払いに係る社会保険料の取扱いについて

※ 受付番号は、品質管理担当部署において記入します。

（内容）

平成15年10月1日保保発第1001002号及び庁保発1001001号の通知により、その取扱

いが示されていますが、「退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われ

るもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの」の範囲につい

て以下の事例が含まれるのかご教示ください。

また、具体的な範囲についても、併せてご教示ください。

〈事例〉

適格退職年金を廃止し積立金は他の制度に移行させるが、制度変更に伴い変更前と変

更後を比較して変更前の制度で計算した方が有利な場合は、その差額を一時金として支

給する。

（回答）

同通知において、 「被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又

は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の

対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられ

る経常的な収入としての意義を有することから、原則として、健康

保険法に規定する報酬又は賞与に該当するものであること。

支給時期が不定期である場合についても賞与として取り扱い、こ



れが年間四回以上支払われているものであれば、報酬として通常の

報酬月額に加算して取り扱うこと。」されており、ご照会の事例に

ついては、これに該当せず、事業所内の制度を改正するための一時

金であり、同通知の「事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるも

の」と解することが妥当であろう。

回答日

回答部署名

回答作成者

連絡先
メールアドレス

主管担当部署の長の確認 I 山上
（軽微なものについてはグループ長）


